
大阪社体スポーツ専門学校学則 
 

第 １ 章  組織 
 

（目的） 

第１条  本校は、社会体育専門課程を設置し、社会体育指導員の養成を目的とする。 

（名称） 

第２条  本校は、大阪社体スポーツ専門学校という。 

（位置） 

第３条  本校は、大阪市天王寺区大道１丁目１２番６号に設置する。 

 

第 ２ 章  課程、学科及び修業年限 

             並びに休業日 
 

（課程、学科、修業年限、定員） 

第４条  本校の課程、学科及び修業年限並びに定員は次のとおりとする。 

 

課程 学科 修業年限 入学定員 総定員 備考 

社会体育専門課程 健康スポーツ科 ２年 １２０名 ２４０名 昼間 

専攻科 １年 ３０名 ３０名 昼間 

 

（学年、学期） 

第５条  本校の学年は、4月１日に始まり翌年 3月３１日に終わる。 

 

  ２．専門課程の学期は次のとおりとする。 

    前期  ４月１日～９月３０日 

    後期 １０月１日～３月３１日 

 

（休業日） 

第６条  本校の休業日は次のとおりとする。 

       （１）日曜日 

       （２）国民の祝日に関する法律で規定する休日 

       （３）夏季休業 

       （４）冬季休業 

       （５）春季休業 

  ２．前項の規定にかかわらず学校長が特に必要あると認めるときは、 

    臨時に休業を行い休業日に授業を行うことがある。 

 

 

 

 

 

 

 



第 ３ 章 教育課程・授業日数及び教員組織 

 
（授業日数） 

第７条 本校の授業時間は８００時間以上とし、教育課程は別表１の 

とおりとする。 

 

（始業及び終業） 

第８条 本校の始業時及び終業の時刻は次のとおりとする。 

    専門課程は９時から５時３０分までとする。 

 

（教職員組織） 

第９条 本校に次の教職員を置く。 

    （１）校長      １名 

    （２）教務主任    １名 

    （３）専任教員    ５名以上 

    （４）教員（講師）  ６名以上 

    （５）助手      ２名以上 

    （６）事務職員    ３名以上 

    （７）学校医     １名 

 

第 ４ 章 入学・休業・転学・卒業・及び賞罰 
 

（入学資格） 

第１０条 本校に入学できる者は次のとおりとする。 

     高校卒業以上、もしくはそれと同等以上の者。 

 

（入学時期） 

第１１条 本校の入学時期は次のとおりとする。 

        ４月 

 

（入学手続） 

第１２条 本校の入学手続きは次のとおりとする。 

       （１） 本校に入学しようとする者は、本校の定める入学願書に 

           必要事項を記載して第２１条に定める入学検定料を添え 

て指定期日までに出願しなければならない。 

       （２） 前号の手続を終了した者に対して、入学試験を行い入学 

           者を決定する。 

       （３） 本校に入学を許可された者は、入学許可の日から３０日 

以内に第２１条の入学金を添え手続をとらなければならない。   

 

（休業・復学） 

第１３条 生徒が疾病その他やむを得ない理由によって３０日以上休学する場合は、 

     診断書及びその事由を記し校長の許可を受けなければならない。 

 



   ２．前項の者が復学しようとする場合は、届け出て復学することが出来る。 

 

（退学） 

第１４条 退学しようとする者は、その事由を記し、校長の許可を受けなければ 

     ならない。 

 

（転入学） 

第１５条 転入学を希望する者がある場合は教育計画及び学科実習の進展が同程度 

     であり、かつやむを得ない事情があると認めた場合には試験の結果、許可 

     することがある。 

 

（卒業の認定） 

第１６条 本校所定の課程を修了し、試験に合格し、出席をみたした者には、 

     別記様式［（１）健康スポーツ科］および［（２）専攻科］による卒業証書を 

授与する。 

 

（ほう賞） 

第１７条 成績優秀にして、他の模範となる者には、ほう賞することがある。 

 

（懲戒） 

第１８条 校長が教育上必要と認めるときは、生徒に懲戒を加えることがある。 

 

   ２．懲戒の種類は次のとおりとする。 

      （１） 訓告 

      （２） 停学 

      （３） 退学 

 

   ３．前項の退学は次の各号の１に該当する生徒に対して行う。 

      （１） 性行不良で改善の見込みがないと認められる者。 

      （２） 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者。 

      （３） 正当な理由がなくて出席が常でない者。 

      （４） 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本文に反した者。 

 

 

第 ５ 章 学習の評価・進級 
 

第１９条 試験は半年ごとに行い、第２学年の終わりには卒業試験を行う。 

 

    ２．試験の成績は各学科目ごとに１００点満点とし６０点以上を合格とする。 

    ３．合格点に満たない学科目については、その学科の再試験を行うことがある。 

    ４．学科試験に欠席した者でその理由がやむを得ないと認められた者は、 

追試験を許可することがある。 

 

第２０条 所定の授業日数の５分の１超の欠席した者は、進級又は卒業 

することができない。 



第 ６ 章 入学金・授業料・その他 
 

（納付金） 

第２１条 本校の入学金、授業料等は別表２のとおりとする。 

 

（寄宿舎） 

第２２条 寄宿舎に関する事項は、校長が別に細則で定める。 

 

（健康診断） 

第２３条 健康診断は、毎年１回別に定めるところにより実施する。 

 

附則 

 

１．この学則は昭和５８年４月１日より実施する。 

２．この学則は昭和６０年４月１日より実施する。 

３．この学則は平成 ２年４月１日より実施する。 

４．この学則は平成 ４年４月１日より実施する。 

５．この学則は平成 ５年４月１日より実施する。 

６．この学則は平成 ６年４月１日より実施する。 

７．この学則は平成 ７年４月１日より実施する。 

８．この学則は平成１２年４月１日より実施する 

９．この学則は平成１２年８月１日より実施する。 

１０．この学則は平成１３年４月１日より実施する。 

１１．この学則は平成１５年４月１日より実施する。 

１２．この学則は平成２０年４月１日より実施する。 

１３．この学則は平成２３年４月１日より実施する。 

１４．この学則は平成２５年４月１日より実施する。 

１５．この学則は平成３１年４月１日より実施する。 

１６．この学則は令和 ２年４月１日より実施する。 

１７．この学則は令和 ３年４月１日より実施する。 

   （但し、令和４年４月１日入学生より適用する。） 

１８．この学則に定めなき事項は別に細則で定める。  



別表2

課程 学　科 入学検定料 入学金 授業料 施設・設備費 教育充実費

健康スポーツ科 20,000 100,000
(初年度のみ)

800,000 150,000 100,000

スポーツコーチ専攻 70,000 400,000 150,000

20,000 70,000 600,000 150,000 0

0

尚、健康スポーツ科のファーストトレーニングキャンプ実習、キャリアアップ研修、

指導実習の費用(交通費・宿泊費・食費等)はこの中に含まれない。概算約8万円である。

社会体育
専門課程

専攻科

アスレティック
トレーナー専攻

専攻科  

20,000
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